
広
島
県
告
示
第
三
百
五
十
九
号 

 
平
成
十
七
年
広
島
県
告
示
第
千
三
百
号
（
広
島
県
港
湾
施
設
管
理
条
例
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
指
定
管
理

者
に
管
理
さ
せ
る
港
湾
施
設
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
年
四
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
知
事 

藤 
 

田 
 

雄 
 

山 
 

 

表
広
島
港
の
部
係
留
施
設
の
款
中 

 

「 

廿
日
市
Ｂ
Ｐ 

廿
日
市
市
木
材
港
北
四
地
先 

広
島
市
佐
伯
区
五
日
市

港
四
丁
目
一
〇
番
地
先 

」
を 

 
 

 
 
 

「 

廿
日
市
Ｂ
Ｐ 
廿
日
市
市
木
材
港
北
四
地
先 

同
一
〇
七
三
番 

同
一

〇
七
三
番
地
先 

広
島
市
佐
伯
区
五
日
市
港
四
丁
目
一

〇
番
地
先 

」
に
、 

 
 

 
 
 

「 

貯
木
場
物
揚
場 

廿
日
市
市
下
平
良
字
榎
ノ
窪
一
三
一
七
番
一
六
地
先 

 

 

昭
北
新
開
物
揚
場 

廿
日
市
市
木
材
港
北
一
〇
七
三
番 

」
を 

 
 

 
 
 

「 

貯
木
場
物
揚
場 

廿
日
市
市
下
平
良
字
榎
ノ
窪
一
三
一
七
番
一
六
地
先 

」
に
改
め
、

 

同
部
臨
港
交
通
施
設
の
款
臨
港
道
路
吉
島
南
貯
木
場
線
の
項
中
「
臨
港
道
路
吉
島
南
貯
木
場
線
」
を
「
臨
港

道
路
吉
島
南
線
」
に
改
め
、
同
部
荷
さ
ば
き
施
設
の
款
中 

 

「 

廿
日
市
住
吉
新
開
荷
さ
ば
き
地 

廿
日
市
市
木
材
港
北
一
〇
七
三
番
地
先 
同
一
〇
七
四

番
地
先 

 

 

廿
日
市
昭
北
新
開
荷
さ
ば
き
地 

廿
日
市
市
木
材
港
北
一
〇
七
三
番 

」
を 

 
 

 
 
 

「 

廿
日
市
住
吉
新
開
荷
さ
ば
き
地 

廿
日
市
市
木
材
港
北
一
〇
七
三
番
地
先 

同
一
〇
七
四

番
地
先 

」
に
改
め
、

 

同
部
港
湾
環
境
整
備
施
設
の
款
中 

 

「 
 

 

坂
地
区
水
尻
緑
地 

安
芸
郡
坂
町
字
水
尻
九
〇
七
五
番
四 

同
九
〇
七
五
番

五 

同
一
五
七
三
番 

安
芸
郡
坂
町
字
水
落
山
一
五
六

八
番
二
地
先 

」
を 

 
 

 
 
 

「 

坂
地
区
水
尻
緑
地 

安
芸
郡
坂
町
字
水
落
山
一
五
七
三
番
二 

同
一
五
七
三

番
三 

同
九
〇
七
五
番
四 

同
九
〇
七
五
番
五 

同
九

〇
七
五
番
八 

同
九
〇
七
五
番
一
二 

安
芸
郡
坂
町
字

水
尻
九
〇
六
六
番
七 

同
九
〇
六
六
番
八 

同
九
〇
六

六
番
九 

同
九
〇
六
六
番
一
〇 

同
九
〇
六
六
番
一
一

 

安
芸
郡
坂
町
字
魚
見
八
三
〇
〇
番
一
二 

同
八
三
〇

〇
番
一
三 

」
に
改
め
、

 

同
表
尾
道
糸
崎
港
の
部
保
管
施
設
の
款
中 

 

「 

松
永
貯
木
場 

福
山
市
南
松
永
町
四
丁
目
六
九
番
地
先 

」
を 

 
 

 
 
 



松
永
貯
木
場 

福
山
市
南
松
永
町
四
丁
目
六
九
番
地
先 
「 

松
永
投
下
水
面 

福
山
市
南
松
永
町
四
丁
目
七
四
番
地
先 

同
七
六
番
地

先 

」
に
改
め
、

同
表
福
山
港
の
部
港
湾
環
境
整
備
施
設
の
款
中 

 

「 

箕
島
緑
地 

福
山
市
箕
島
町
四
五
六
番
二
四 

」
を 

 
 

 
 
 

「 

箕
島
緑
地 

福
山
市
箕
島
町
四
五
六
番
二
四 

 

 

福
山
み
な
と
公
園 

福
山
市
浜
松
町
三
丁
目
六
〇
五
番 

同
東
川
口
町
一
丁

目
一
一
五
番 

同
港
町
一
丁
目
一
七
六
番 

同
港
町
二

丁
目
一
九
一
番 

同
一
九
四
番 

同
一
九
六
番 

同
一

九
六
番
地
先 

」
に
改
め
る
。

 



広島県告示第三百五十九号


　平成十七年広島県告示第千三百号（広島県港湾施設管理条例の規定により知事が指定管理者に管理させる港湾施設）の一部を次のように改正する。


　　平成二十年四月一日


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広島県知事　藤　　田　　雄　　山　


　表広島港の部係留施設の款中


		「

		廿日市ＢＰ

		廿日市市木材港北四地先　広島市佐伯区五日市港四丁目一〇番地先

		」

		を



		

		

		

		

		



		「

		廿日市ＢＰ

		廿日市市木材港北四地先　同一〇七三番　同一〇七三番地先　広島市佐伯区五日市港四丁目一〇番地先

		」

		に、



		

		

		

		

		



		「

		貯木場物揚場

		廿日市市下平良字榎ノ窪一三一七番一六地先

		

		を



		

		昭北新開物揚場

		廿日市市木材港北一〇七三番

		」

		



		

		

		

		

		



		「

		貯木場物揚場

		廿日市市下平良字榎ノ窪一三一七番一六地先

		」

		に改め、





同部臨港交通施設の款臨港道路吉島南貯木場線の項中「臨港道路吉島南貯木場線」を「臨港道路吉島南線」に改め、同部荷さばき施設の款中


		「

		廿日市住吉新開荷さばき地

		廿日市市木材港北一〇七三番地先　同一〇七四番地先

		

		を



		

		廿日市昭北新開荷さばき地

		廿日市市木材港北一〇七三番

		」

		



		

		

		

		

		



		「

		廿日市住吉新開荷さばき地

		廿日市市木材港北一〇七三番地先　同一〇七四番地先

		」

		に改め、





同部港湾環境整備施設の款中


		「

		坂地区水尻緑地

		安芸郡坂町字水尻九〇七五番四　同九〇七五番五　同一五七三番　安芸郡坂町字水落山一五六八番二地先

		

		を



		

		

		

		」

		



		

		

		

		

		



		「

		坂地区水尻緑地

		安芸郡坂町字水落山一五七三番二　同一五七三番三　同九〇七五番四　同九〇七五番五　同九〇七五番八　同九〇七五番一二　安芸郡坂町字水尻九〇六六番七　同九〇六六番八　同九〇六六番九　同九〇六六番一〇　同九〇六六番一一　安芸郡坂町字魚見八三〇〇番一二　同八三〇〇番一三

		」

		に改め、





同表尾道糸崎港の部保管施設の款中


		「

		松永貯木場

		福山市南松永町四丁目六九番地先

		」

		を



		

		

		

		

		



		「

		松永貯木場

		福山市南松永町四丁目六九番地先

		」

		に改め、



		

		松永投下水面

		福山市南松永町四丁目七四番地先　同七六番地先

		

		





同表福山港の部港湾環境整備施設の款中


		「

		箕島緑地

		福山市箕島町四五六番二四

		」

		を



		

		

		

		

		



		「

		箕島緑地

		福山市箕島町四五六番二四

		

		に改める。



		

		福山みなと公園

		福山市浜松町三丁目六〇五番　同東川口町一丁目一一五番　同港町一丁目一七六番　同港町二丁目一九一番　同一九四番　同一九六番　同一九六番地先

		」

		











